
○ 佐 倉 市 立 学 童 保 育 所 設 置 及 び 管 理 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 三 年 十 二 月 二 十 五 日 規 則 二 十 九 号 ） 

新 旧 

佐 倉 市 立 学 童 保 育 所 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 佐 倉 市 立 学 童 保 育 所 設 置 及 び 管 理 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 

  

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 佐 倉 市 立 学 童 保 育 所 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 三

年 佐 倉 市 条 例 第 二 十 八 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に つ い て 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 佐 倉 市 立 学 童 保 育 所 設 置 及 び 管 理 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

三 年 佐 倉 市 条 例 第 二 十 八 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に つ い て 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。 

 （ 開 設 時 間 及 び 休 業 日 ） 

 第 二 条 佐 倉 市 立 学 童 保 育 所 （ 以 下 「 学 童 保 育 所 」 と い う 。 ） 及 び 児 童 ク ラ ブ （ 以

下 こ れ ら を 「 学 童 保 育 所 等 」 と い う 。 ） の 開 設 時 間 は 、 小 学 校 の 放 課 後 か ら 午

後 七 時 ま で （ 土 曜 日 に お い て は 、 午 前 七 時 か ら 午 後 五 時 ま で 及 び 佐 倉 市 立 小 学

校 及 び 中 学 校 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 佐 倉 市 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号 ） 第 十 九 条

の 二 に 規 定 す る 休 業 日 に お い て は 、 午 前 七 時 か ら 午 後 七 時 ま で ） と す る 。 た だ

し 、 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め た と き は 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。 

 ２ 学 童 保 育 所 等 の 休 業 日 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一 日 曜 日 

 二 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休

日 

 三 年 始 休 業 日 一 月 二 日 及 び 同 月 三 日 

 四 年 末 休 業 日 十 二 月 二 十 九 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で 

 五 臨 時 休 業 日 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め た 日 

 ３ 市 長 は 、 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 保 護 者 又 は 地 区 の 事 情 等 に よ り 特 に 必

要 と 認 め た と き は 、 開 設 時 間 外 又 は 休 業 日 で あ っ て も 保 育 す る こ と が で き る 。 

（ 入 所 の 申 込 み ） （ 入 所 等 の 申 込 み ） 

第 二 条 佐 倉 市 立 学 童 保 育 所 （ 以 下 「 学 童 保 育 所 」 と い う 。 ） へ の 児 童 の 入 所 を

さ せ よ う と す る 者 は 、 学 童 保 育 所 入 所 申 込 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ） に 就 労 （ 内

定 ） 証 明 書 （ 別 記 様 式 第 二 号 ） 又 は 保 育 に 欠 け る こ と を 証 明 す る 書 類 を 添 え

て 指 定 管 理 者 （ 条 例 第 五 条 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 

第 三 条 学 童 保 育 所 等 へ の 児 童 の 入 所 又 は 加 入 （ 以 下 「 入 所 等 」 と い う 。 ） を さ

せ よ う と す る 者 は 、 学 童 保 育 所 等 入 所 等 申 込 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ） に 就 労 （ 内

定 ） 証 明 書 （ 別 記 様 式 第 二 号 ） 又 は 保 育 に 欠 け る こ と を 証 明 す る 書 類 を 添 え

て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 入 所 の 承 諾 ） （ 入 所 等 の 承 諾 ） 

第 三 条 指 定 管 理 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 込 み が あ っ た と き は 、 審 査 基 準 表

（ 別 表 ） に 定 め る と こ ろ に よ り 審 査 し 、 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 入 所 を

承 諾 す る も の と す る 。 

第 四 条 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 込 み が あ っ た と き は 、 審 査 基 準 表 （ 別 表 ）

に 定 め る と こ ろ に よ り 審 査 し 、 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 入 所 等 を 承 諾 す

る も の と す る 。 



（ 優 先 順 位 ） （ 優 先 順 位 ） 
第 四 条 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 申 込 み の あ っ た 児 童 の 数 が 当 該 学 童 保 育 所

の 定 員 を 超 え る 場 合 は 、 次 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 優 先 順 位 の 高 い 者 か ら 順

に 入 所 を 承 諾 す る も の と す る 。 

第 五 条 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 申 込 み の あ っ た 児 童 の 数 が 当 該 学 童 保 育 所

等 の 定 員 を 超 え る 場 合 は 、 次 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 優 先 順 位 の 高 い 者 か ら

順 に 入 所 等 を 承 諾 す る も の と す る 。 

２ 優 先 順 位 は 、 審 査 基 準 表 に 掲 げ る 保 護 者 の 状 況 の 区 分 に 該 当 す る 各 保 護 者

の 指 数 の 合 計 に 調 整 指 数 基 準 に 掲 げ る 状 況 の 区 分 に 該 当 す る 各 指 数 の 合 計 を

加 え た 数 （ 以 下 「 合 計 指 数 」 と い う 。 ） の 高 い 順 に よ る 。 

２ 優 先 順 位 は 、 審 査 基 準 表 に 掲 げ る 保 護 者 の 状 況 の 区 分 に 該 当 す る 各 保 護 者

の 指 数 の 合 計 に 調 整 指 数 基 準 に 掲 げ る 状 況 の 区 分 に 該 当 す る 各 指 数 の 合 計 を

加 え た 数 （ 以 下 「 合 計 指 数 」 と い う 。 ） の 高 い 順 に よ る 。 

３ 前 項 の 規 定 に よ り 決 定 し た 合 計 指 数 が 同 じ 者 の 間 の 優 先 順 位 は 、 次 に 掲 げ

る 順 序 に よ る 。 

３ 前 項 の 規 定 に よ り 決 定 し た 合 計 指 数 が 同 じ 者 の 間 の 優 先 順 位 は 、 次 に 掲 げ

る 順 序 に よ る 。 

一 入 所 を 希 望 す る 児 童 の 学 年 が 小 さ い 者 一 入 所 等 を 希 望 す る 児 童 の 学 年 が 小 さ い 者 

二 ひ と り 親 世 帯 で あ る 者 二 ひ と り 親 世 帯 で あ る 者 

三 審 査 基 準 表 の 指 数 の 合 計 が 高 い 者 三 審 査 基 準 表 の 指 数 の 合 計 が 高 い 者 

四 申 込 み を し た 学 童 保 育 所 に 対 す る 希 望 順 位 が 高 い 者 四 申 込 み を し た 学 童 保 育 所 等 に 対 す る 希 望 順 位 が 高 い 者 

４ 優 先 順 位 の 決 定 に 当 た っ て は 、 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 転 所 を 希 望 す る

者 と 併 せ て 行 う も の と す る 。 

４ 優 先 順 位 の 決 定 に 当 た っ て は 、 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 転 所 を 希 望 す る

者 と 併 せ て 行 う も の と す る 。 

（ 通 知 ） （ 通 知 ） 

第 五 条 指 定 管 理 者 は 、 入 所 を 承 諾 し た と き は 、 学 童 保 育 所 入 所 （ 転 所 ） 承 諾 通

知 書 （ 別 記 様 式 第 三 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

第 六 条 市 長 は 、 入 所 等 を 承 諾 し た と き は 、 学 童 保 育 所 等 入 所 等 （ 転 所 ） 承 諾 通

知 書 （ 別 記 様 式 第 三 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

２ 指 定 管 理 者 は 、 入 所 を 承 諾 し な い と き は 、 学 童 保 育 所 入 所 （ 転 所 ） 不 承 諾 通

知 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

２ 市 長 は 、 入 所 等 を 承 諾 し な い と き は 、 学 童 保 育 所 等 入 所 等 （ 転 所 ） 不 承 諾 通

知 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

（ 入 所 の 期 間 ） （ 入 所 等 の 期 間 ） 

第 六 条 入 所 の 期 間 は 、 入 所 希 望 日 か ら そ の 日 の 属 す る 年 度 の 三 月 三 十 一 日 ま

で と す る 。 

第 七 条 入 所 等 の 期 間 は 、 入 所 等 希 望 日 か ら そ の 日 の 属 す る 年 度 の 三 月 三 十 一

日 ま で と す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 審 査 基 準 表 の 類 型 の 出 産 に 該 当 す る 場 合 に お け

る 入 所 の 期 間 は 、 出 産 予 定 月 の 前 後 二 箇 月 の 間 と す る 。 た だ し 、 出 産 月 が 出

産 予 定 月 と 異 な っ た と き は 、 入 所 の 期 間 の 終 期 は 、 当 該 出 産 月 の 二 箇 月 後 と

す る 。 
２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 審 査 基 準 表 の 類 型 の 出 産 に 該 当 す る 場 合 に お け

る 入 所 等 の 期 間 は 、 出 産 予 定 月 の 前 後 二 箇 月 の 間 と す る 。 た だ し 、 出 産 月 が

出 産 予 定 月 と 異 な っ た と き は 、 入 所 等 の 期 間 の 終 期 は 、 当 該 出 産 月 の 二 箇 月

後 と す る 。 

３ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 指 定 管 理 者 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 入 所 の 期 間 を 変 更 す る こ と が で き る 。 

３ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 入

所 等 の 期 間 を 変 更 す る こ と が で き る 。 

 （ 利 用 時 間 及 び 利 用 月 の 変 更 ）  （ 利 用 時 間 及 び 利 用 月 の 変 更 ） 

第 七 条  入 所 の 承 諾 を 受 け た 場 合 に お い て 、 条 例 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 放

課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 利 用 時 間 （ 午 前 七 時 か ら 午 前 八 時 ま で 又 は 午 後 六

時 か ら 午 後 七 時 ま で に 限 る 。 ） 又 は 利 用 月 を 変 更 し よ う と す る 者 は 、 利 用
第 七 条 の 二  入 所 等 の 承 諾 を 受 け た 場 合 に お い て 、 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業

の 利 用 時 間 （ 午 前 七 時 か ら 午 前 八 時 ま で 又 は 午 後 六 時 か ら 午 後 七 時 ま で に

限 る 。 ） 又 は 利 用 月 を 変 更 し よ う と す る 者 は 、 利 用 時 間 ・ 利 用 月 変 更 申 込



時 間 ・ 利 用 月 変 更 申 込 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 の 二 ） を 指 定 管 理 者 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

書 （ 別 記 様 式 第 四 号 の 二 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
２  指 定 管 理 者 は 、 利 用 時 間 及 び 利 用 月 の 変 更 を 承 諾 し た と き は 、 利 用 時

間 ・ 利 用 月 変 更 承 諾 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 の 三 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す

る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 利 用 時 間 及 び 利 用 月 の 変 更 を 承 諾 し た と き は 、 利 用 時 間 ・ 利 用

月 変 更 承 諾 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 の 三 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

３  指 定 管 理 者 は 、 利 用 時 間 及 び 利 用 月 の 変 更 を 承 諾 し な い と き は 、 利 用 時

間 ・ 利 用 月 変 更 不 承 諾 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 の 四 ） に よ り 保 護 者 に 通 知

す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 利 用 時 間 及 び 利 用 月 の 変 更 を 承 諾 し な い と き は 、 学 童 保 育 所 等

利 用 時 間 ・ 利 用 月 変 更 不 承 諾 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 の 四 ） に よ り 保 護 者

に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 転 所 ） （ 転 所 ） 

第 八 条 在 所 児 童 の 保 護 者 は 、 学 童 保 育 所 の 変 更 （ 以 下 「 転 所 」 と い う 。 ） を

希 望 す る と き は 、 学 童 保 育 所 転 所 申 込 書 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） を 指 定 管 理 者 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 学 童 保 育 所 を 運 営 す る 指 定 管 理 者 が 異 な る と

き は 、 学 童 保 育 所 退 所 届 （ 別 記 様 式 第 六 号 ） を 提 出 す る と と も に 、 別 に 学 童 保

育 所 入 所 申 込 書 に よ り 申 込 み を 行 う も の と す る 。 

第 八 条 在 所 児 童 の 保 護 者 は 、 学 童 保 育 所 等 の 変 更 （ 以 下 「 転 所 」 と い う 。 ）

を 希 望 す る と き は 、 学 童 保 育 所 等 転 所 申 込 書 （ 別 記 様 式 第 五 号 ） を 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 指 定 管 理 者 は 、 前 項 本 文 の 規 定 に よ る 申 込 み が あ っ た と き は 、 当 該 希 望 す

る 学 童 保 育 所 に お け る 保 育 の 実 施 状 況 等 を 確 認 し 、 転 所 の 可 否 を 決 定 す る も

の と す る 。 

２ 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 込 み が あ っ た と き は 、 当 該 希 望 す る 学 童 保 育

所 等 に お け る 保 育 の 実 施 状 況 等 を 確 認 し 、 転 所 の 可 否 を 決 定 す る も の と す る 。 

３ 第 四 条 の 規 定 は 、 前 項 の 決 定 を す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 同 条 第 一 項 中 「 入 所 」 と あ る の は 「 転 所 」 と 、 同 条 第 四 項 中 「 第 八 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 転 所 を 希 望 す る 者 」 と あ る の は 「 第 二 条 の 規 定 に よ り 入

所 を さ せ よ う と す る 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３ 第 五 条 の 規 定 は 、 前 項 の 決 定 を す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 同 条 第 一 項 中 「 入 所 等 」 と あ る の は 「 転 所 」 と 、 同 条 第 四 項 中 「 第 八

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 転 所 を 希 望 す る 者 」 と あ る の は 「 第 三 条 の 規 定 に よ り

入 所 等 さ せ よ う と す る 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

４ 指 定 管 理 者 は 、 転 所 を 認 め る と き は 、 学 童 保 育 所 入 所 （ 転 所 ） 承 諾 通 知 書 に

よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

４ 市 長 は 、 転 所 を 認 め る と き は 、 学 童 保 育 所 等 入 所 等 （ 転 所 ） 承 諾 通 知 書 に よ

り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

５ 指 定 管 理 者 は 、 転 所 を 認 め な い と き は 、 学 童 保 育 所 入 所 （ 転 所 ） 不 承 諾 通 知

書 に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

５ 市 長 は 、 転 所 を 認 め な い と き は 、 学 童 保 育 所 等 入 所 等 （ 転 所 ） 不 承 諾 通 知 書

に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

（ 退 所 の 手 続 ） （ 退 所 等 の 手 続 ） 

第 九 条 児 童 を 学 童 保 育 所 か ら 退 所 を さ せ よ う と す る 者 は 、 学 童 保 育 所 退 所 届

（ 別 記 様 式 第 六 号 ） に よ り 指 定 管 理 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

第 九 条 児 童 を 学 童 保 育 所 等 か ら 退 所 又 は 脱 退 （ 以 下 「 退 所 等 」 と い う 。 ） さ せ

よ う と す る 者 は 、 学 童 保 育 所 等 退 所 等 届 （ 別 記 様 式 第 六 号 ） に よ り 市 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。 

２ 指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 児 童 の 退 所 を 決 定 し た と き は 、 学 童 保 育

所 退 所 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 七 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

２ 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 児 童 の 退 所 等 を 決 定 し た と き は 、 学 童 保 育 所 等

退 所 等 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 七 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

（ 保 護 者 の 届 出 事 項 ） （ 保 護 者 の 届 出 事 項 ） 

第 十 条 保 護 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 す る 場 合 は 、 速 や か に そ の 旨 を 学 童

保 育 所 入 所 申 込 事 項 変 更 届 （ 別 記 様 式 第 八 号 ） に よ り 指 定 管 理 者 に 届 け 出 な け
第 十 条 保 護 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 す る 場 合 は 、 速 や か に そ の 旨 を 学 童

保 育 所 等 入 所 等 申 込 事 項 変 更 届 （ 別 記 様 式 第 八 号 ） に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ



れ ば な ら な い 。 ば な ら な い 。 
一 疾 病 そ の 他 児 童 の 一 身 上 に 事 故 が 生 じ た と き 。 一 疾 病 そ の 他 児 童 の 一 身 上 に 事 故 が 生 じ た と き 。 

二 児 童 又 は 保 護 者 の 住 所 に 変 更 が あ っ た と き 。 二 児 童 又 は 保 護 者 の 住 所 に 変 更 が あ っ た と き 。 

三 保 護 者 の 勤 務 先 、 勤 務 条 件 等 に 変 更 が あ っ た と き 。 三 保 護 者 の 勤 務 先 、 勤 務 条 件 等 に 変 更 が あ っ た と き 。 

四 保 育 料 の 減 免 を 受 け る べ き 事 実 の 消 滅 又 は 変 更 が あ っ た と き 。 四 保 育 料 の 減 免 を 受 け る べ き 事 実 の 消 滅 又 は 変 更 が あ っ た と き 。 

五 そ の 他 指 定 管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 事 項 五 そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 事 項 

（ 保 護 者 の 義 務 ） （ 保 護 者 の 義 務 ） 

第 十 一 条 児 童 が 帰 宅 す る と き は 、 危 険 防 止 の た め 、 当 該 保 護 者 は 、 原 則 と し

て 児 童 を 出 迎 え る も の と す る 。 

第 十 一 条 児 童 が 帰 宅 す る と き は 、 危 険 防 止 の た め 、 当 該 保 護 者 は 、 原 則 と し

て 児 童 を 出 迎 え る も の と す る 。 

２ 児 童 を 欠 席 さ せ よ う と す る と き は 、 当 該 保 護 者 は 、 学 童 保 育 所 欠 席 届 （ 別

記 様 式 第 九 号 ） に よ り 指 定 管 理 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 児 童

を 欠 席 さ せ る 予 定 が 連 続 し て 四 日 以 内 の と き は 、 口 頭 に よ る 届 出 を も っ て こ

れ に 代 え る こ と が で き る 。 

２ 児 童 を 欠 席 さ せ よ う と す る と き は 、 当 該 保 護 者 は 、 学 童 保 育 所 等 欠 席 届 （ 別

記 様 式 第 九 号 ） に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 児 童 を 欠 席

さ せ る 予 定 が 連 続 し て 四 日 以 内 の と き は 、 口 頭 に よ る 届 出 を も っ て こ れ に 代

え る こ と が で き る 。 

（ 入 所 の 承 諾 の 取 消 し ） （ 入 所 等 の 承 諾 の 取 消 し ） 

第 十 二 条 指 定 管 理 者 は 、 条 例 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 入 所 の 承 諾 を 取 り 消 す

と き は 、 学 童 保 育 所 入 所 承 諾 取 消 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 十 号 ） に よ り 事 前 に 保 護

者 に 通 知 す る も の と す る 。 

第 十 二 条 市 長 は 、 児 童 又 は 保 護 者 が 条 例 第 六 条 の 規 定 に 該 当 し た と き は 、 入 所

等 の 承 諾 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

 ２ 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 入 所 等 の 承 諾 を 取 り 消 す と き は 、 学 童 保 育 所 等 入

所 等 承 諾 取 消 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 十 号 ） に よ り 事 前 に 保 護 者 に 通 知 す る も の

と す る 。 

（ 利 用 料 金 の 納 入 ） （ 保 育 料 の 納 入 ） 

第 十 三 条 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 入 所 の 承 諾 の 通 知 を 受 け た 者 は 、 そ の 月

の 利 用 料 金 （ 条 例 第 十 一 条 に 規 定 す る 利 用 料 金 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 末 日 ま

で に 納 入 す る も の と す る 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 が 必 要 と 認 め る と き は 、 別 に 納

期 を 指 定 し て 利 用 料 金 を 納 入 さ せ る こ と が で き る 。 

第 十 三 条 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 入 所 等 の 承 諾 の 通 知 を 受 け た 者 は 、 そ の

月 の 保 育 料 を 末 日 ま で に 納 入 す る も の と す る 。 

２ 児 童 が 月 の 中 途 で 入 所 又 は 退 所 を し た 場 合 の そ の 月 の 利 用 料 金 は 、 一 月 分

と す る 。 
２ 児 童 が 月 の 中 途 で 入 所 等 又 は 退 所 等 を し た 場 合 の そ の 月 の 保 育 料 は 、 一 月

分 と す る 。 

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 児 童 が 月 の 中 途 で 退 所 を し た 場 合 で 、 同 月 中 に

別 の 学 童 保 育 所 に 入 所 を し た と き の そ の 月 の 利 用 料 金 は 、 一 月 分 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 退 所 し た 学 童 保 育 所 と 入 所 し た 学 童 保 育 所 を 運 営 す る 指 定 管

理 者 が 異 な る と き の 利 用 料 金 の 納 入 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 指 定 管 理 者 に 対 し 行 う も の と す る 。 

 一 そ の 月 の 十 五 日 前 に 退 所 し た 場 合 新 た に 入 所 し た 学 童 保 育 所 を 管 理 す

る 指 定 管 理 者 

 二 そ の 月 の 十 五 日 以 後 に 退 所 し た 場 合 退 所 し た 学 童 保 育 所 を 管 理 す る 指

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 児 童 が 月 の 中 途 で 退 所 等 を し た 場 合 で 、 同 月 中

に 別 の 学 童 保 育 所 等 に 入 所 等 を し た と き の そ の 月 の 保 育 料 は 、 一 月 分 と す る 。 



定 管 理 者 
（ 利 用 料 金 の 滞 納 者 に 対 す る 処 置 ） （ 保 育 料 の 滞 納 者 に 対 す る 処 置 ） 

第 十 四 条 指 定 管 理 者 は 、 利 用 料 金 を 滞 納 し て い る 保 護 者 の 児 童 に 対 し て 、 出

席 の 停 止 又 は 退 所 を 求 め る こ と が で き る 。 

第 十 四 条 市 長 は 、 保 育 料 を 滞 納 し て い る 保 護 者 の 児 童 に 対 し て 、 出 席 の 停 止

又 は 退 所 等 を 命 ず る こ と が で き る 。 

（ 利 用 料 金 の 減 免 ） （ 保 育 料 の 減 免 ） 

第 十 五 条 指 定 管 理 者 は 、 保 護 者 が 次 の 表 の 減 免 の 対 象 の 区 分 の 欄 各 号 に 該 当

す る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 金 額 の 欄 各 号 に 掲 げ る 金 額 を 減 免 す る こ と が で

き る 。 た だ し 、 条 例 第 四 条 第 二 号 に 規 定 す る 一 時 保 育 事 業 （ 以 下 「 一 時 保 育 事

業 」 と い う 。 ） の 利 用 に 伴 う 利 用 料 金 の 減 免 に つ い て は 、 同 表 第 一 号 又 は 第 四

号 に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。 

第 十 五 条 市 長 は 、 保 護 者 が 次 の 表 の 減 免 の 対 象 の 区 分 の 欄 各 号 に 該 当 す る 場

合 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 金 額 の 欄 各 号 に 掲 げ る 金 額 を 減 免 す る こ と が で き る 。 

 減 免 の 対 象 の 区 分 金 額   減 免 の 対 象 の 区 分 金 額  

 一 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律

第 百 四 十 四 号 ） の 規 定 に よ る 保 護

を 受 け て い る と き 又 は 前 年 度 分

の 市 民 税 が 非 課 税 で あ り 在 宅 障

害 児 若 し く は 在 宅 障 害 者 の い る

世 帯 若 し く は 母 子 世 帯 若 し く は

父 子 世 帯 で あ る と き 。 

全 額 

  一 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律

第 百 四 十 四 号 ） の 規 定 に よ る 保 護

を 受 け て い る と き 又 は 前 年 度 分

の 市 民 税 が 非 課 税 で あ り 在 宅 障

害 児 若 し く は 在 宅 障 害 者 の い る

世 帯 若 し く は 母 子 世 帯 若 し く は

父 子 世 帯 で あ る と き 。 

全 額 

 

 二 前 号 に 掲 げ る 世 帯 を 除 き 、 前 年

度 分 の 市 民 税 の 所 得 割 課 税 の 額

（ 世 帯 構 成 員 二 人 以 上 の 所 得 が

あ る 場 合 に は 所 得 割 課 税 の 合 計

額 と す る 。 ） が 一 万 円 以 下 と な る

と き 。 

二 分 の 一 の 額 ( 午 前 七 時 か ら 午 前

八 時 ま で の 保 育 及 び 午 後 六 時 か

ら 午 後 七 時 ま で の 保 育 に 係 る 利 用

料 金 を 除 く 。 ) 

 

  二 前 号 に 掲 げ る 世 帯 を 除 き 、 前 年

度 分 の 市 民 税 の 所 得 割 課 税 の 額

（ 世 帯 構 成 員 二 人 以 上 の 所 得 が

あ る 場 合 に は 所 得 割 課 税 の 合 計

額 と す る 。 ） が 一 万 円 以 下 と な る

と き 。 

二 分 の 一 の 額 ( 午 前 七 時 か ら 午 前

八 時 ま で の 保 育 及 び 午 後 六 時 か

ら 午 後 七 時 ま で の 保 育 に 係 る 保 育

料 を 除 く 。 ) 

 

 

 三 児 童 を 二 人 以 上 入 所 等 さ せ る

と き 。 

二 分 の 一 の 額 （ 前 号 に 該 当 す る 場

合 に あ っ て は 、 減 額 後 の 額 の 二 分

の 一 ） の 額 ( 午 前 七 時 か ら 午 前 八

時 ま で の 保 育 及 び 午 後 六 時 か ら

午 後 七 時 ま で の 保 育 に 係 る 利 用 料

金 を 除 き 、 二 人 目 以 降 の 児 童 の 保

育 に 係 る 利 用 料 金 に 限 る 。 ) 

  三 児 童 を 二 人 以 上 入 所 等 さ せ る

と き 。 

二 分 の 一 の 額 （ 前 号 に 該 当 す る 場

合 に あ っ て は 、 減 額 後 の 額 の 二 分

の 一 ） の 額 ( 午 前 七 時 か ら 午 前 八

時 ま で の 保 育 及 び 午 後 六 時 か ら

午 後 七 時 ま で の 保 育 に 係 る 保 育

料 を 除 き 、 二 人 目 以 降 の 児 童 の 保

育 に 係 る 保 育 料 に 限 る 。 ) 

 

 四 そ の 他 指 定 管 理 者 が 必 要 と 認

め る と き 。 

指 定 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 額   四 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る と

き 。 

市 長 が 必 要 と 認 め る 額 

 

 

２ 利 用 料 金 の 減 免 を 受 け よ う と す る 保 護 者 は 、 利 用 料 金 減 免 申 請 書 （ 別 記 様 ２ 保 育 料 の 減 免 を 受 け よ う と す る 保 護 者 は 、 保 育 料 減 免 申 請 書 （ 別 記 様 式 第



式 第 十 一 号 ） に 前 年 度 の 市 民 税 の 課 税 （ 非 課 税 ） 証 明 書 又 は 市 民 税 の 納 税 通

知 書 （ 写 し ） 及 び 所 得 税 の 非 課 税 証 明 書 を 添 え て 、 指 定 管 理 者 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 生 活 保 護 法 の 規 定 に よ る 保 護 を 受 け て い る 世 帯 に あ

っ て は 、 福 祉 部 長 の 発 行 す る 証 明 書 を 添 付 し て 、 こ れ に 代 え る こ と が で き る 。 

十 一 号 ） に 前 年 度 の 市 民 税 の 課 税 （ 非 課 税 ） 証 明 書 又 は 市 民 税 の 納 税 通 知 書

（ 写 し ） 及 び 所 得 税 の 非 課 税 証 明 書 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 生 活 保 護 法 の 規 定 に よ る 保 護 を 受 け て い る 世 帯 に あ っ て は 、 福

祉 部 長 の 発 行 す る 証 明 書 を 添 付 し て 、 こ れ に 代 え る こ と が で き る 。 

（ 減 免 措 置 の 通 知 ） （ 減 免 措 置 の 通 知 ） 

第 十 六 条 指 定 管 理 者 は 、 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の

内 容 を 審 査 し 、 保 育 料 の 減 免 の 可 否 に つ い て 、 利 用 料 金 減 免 決 定 通 知 書 （ 別

記 様 式 第 十 二 号 ） 又 は 利 用 料 金 減 免 却 下 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 十 三 号 ） に よ り

保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

第 十 六 条 市 長 は 、 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 保 育 料 の 減 免 の 可 否 に つ い て 、 保 育 料 減 免 決 定 通 知 書 （ 別 記 様 式 第

十 二 号 ） 又 は 保 育 料 減 免 却 下 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 十 三 号 ） に よ り 保 護 者 に 通

知 す る も の と す る 。 

２ 指 定 管 理 者 は 、 利 用 料 金 の 減 免 措 置 を 受 け て い る 保 護 者 の 世 帯 が 、 前 条 第

一 項 に 規 定 す る 減 免 の 対 象 と な る 世 帯 で な く な っ た と き は 、 利 用 料 金 減 免 変

更 通 知 （ 別 記 様 式 第 十 四 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

２ 市 長 は 、 保 育 料 の 減 免 措 置 を 受 け て い る 保 護 者 の 世 帯 が 、 前 条 第 一 項 に 規

定 す る 減 免 の 対 象 と な る 世 帯 で な く な っ た と き は 、 保 育 料 減 免 変 更 通 知 （ 別

記 様 式 第 十 四 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

（ 利 用 料 金 の 還 付 ）  

第 十 七 条 条 例 第 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 市 長 が 別 に 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り

と す る 。 

 

一 保 護 者 の 責 め に よ ら な い 理 由 に よ り 利 用 す る こ と が で き な い と き 全 額 

二 そ の 他 市 長 の 承 認 を 得 て 指 定 管 理 者 が 定 め る 場 合 市 長 の 承 認 を 得 て 指

定 管 理 者 が 定 め る 割 合 

 

（ 事 故 報 告 ） （ 事 故 報 告 ） 

第 十 八 条 指 定 管 理 者 は 、 学 童 保 育 所 内 に お い て 次 に 掲 げ る 事 故 が 発 生 し た と

き は 、 直 ち に 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

第 十 七 条 学 童 保 育 所 等 を 所 管 す る 機 関 の 長 は 、 学 童 保 育 所 内 又 は 児 童 ク ラ ブ に

お い て 次 に 掲 げ る 事 故 が 発 生 し た と き は 、 直 ち に 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。 

一 職 員 又 は 児 童 が 死 亡 し 、 又 は 負 傷 し た と き 。 一 職 員 又 は 児 童 が 死 亡 又 は 負 傷 し た と き 。 

二 災 害 、 盗 難 、 施 設 損 傷 等 の 事 故 が 発 生 し た と き 。 二 災 害 、 盗 難 、 施 設 損 傷 等 の 事 故 が 発 生 し た と き 。 

（ 一 時 保 育 事 業 に 係 る 手 続 ）  

第 十 九 条 こ の 規 則 （ 第 十 五 条 第 一 項 を 除 く 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 条 例 第 四

条 第 二 号 に 規 定 す る 一 時 保 育 事 業 の 実 施 に つ い て は 、 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認

を 得 て 定 め る と こ ろ に よ る 。 

 

（ 補 則 ） （ 補 則 ） 

第 二 十 条 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。 第 十 八 条 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。 

  

附 則 （ 平 成 二 四 年 月  日 規 則 第   号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。   

  

 


